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建築確認申請等の所管区分 
 

市扱い（法第６条第１項第２号の一部及び第３号、施行令第１４８条第１項） 

    市発行の納付書により京葉銀行窓口で納入してください。納入後、「領収書（Ｃ票）」を窓口でコピー

させてもらい正本に添付します。 

   

・市扱いのもの（法第６条第１項第２号の一部及び第３号、施行令第１４８条第１項） 

建
築
物 

木造 
・階数が２以下かつ延べ面積が３００㎡以下のもの 

・高さが１６ｍ以下のもの 

非木造 ・平屋建てかつ延べ面積が２００㎡以下のもの 

※共同住宅、倉庫及び自動車車庫などの特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合

計が２００㎡を超えるもの及び知事の許可を要するものを除く 

工
作
物 

・煙突で高さが６ｍを超え１０ｍ以下のもの 

・広告塔、記念塔等で４ｍを超え１０ｍ以下のもの 

・擁壁で２ｍを超え３ｍ以下のもの 

※市の取扱範囲外の建築物の敷地に築造する工作物を除く 

 

・県扱いのもの 

県庁 

建築指導課 

建築物 ・５階以上又は２，０００平方メートルを超えるもの 

工作物 

・ 

・煙突で２３メートルを超えるもの 

・擁壁で５メートルを超えるもの 

印旛土木事務所 

建築課 

建築物 ・４階以下かつ２，０００平方メートル以下のもの 

工作物 ・市扱い、県庁扱い以外のもの 

※所管区分が変わることがあります。事前に所管先へ連絡してください。 

 

問い合わせ先 

 四街道市役所都市部建築課 

  〒２８４－８５５５ 四街道市鹿渡無番地   代表 ℡０４３－４２１－２１１１ 

                        直通 ℡０４３－４２１－６１４４ 

 

 印旛土木事務所建築課 

  〒２８５－００２６ 佐倉市鏑木仲田町８－１    ℡０４３－４８３－１１４１ 

 

 千葉県県土整備部建築指導課建築審査班 

  〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１   ℡０４３－２２３－３１８８ 

 

 四街道市消防本部予防課 

  〒２８４－０００３ 四街道市鹿渡９３４－５ 代表 ℡０４３－４２２－０１１９ 

                        直通 ℡０４３－４２２－２４８５ 


